
石綿障害予防規則及び施行通達（抜粋） 

石綿障害予防規則 施行通達（基発第 0318003 号、基発第 0811002 号） 

第一章 総則  

（事業者の責務）  

第一条 事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫そ

の他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係

施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必

要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に

反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並び

に労働者がばく露される期間及び程度を 小限度にする

よう努めなければならない。  

２ 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、

当該製品を計画的に石綿を含有しない製品に代替するよ

う努めなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義）  

第二条 この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生

法施行令 （以下「令」という。）第六条第二十三号 に規

定する石綿等をいう。  

 

第二章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置  

第一節 解体等の業務に係る措置  

（事前調査）  

第三条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等

による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、

当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を

目視、設計図書等により調査し、その結果を記録してお

かなければならない。  

一 建築物又は工作物の解体、破砕等の作業（吹き付け

られた石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作

業」という。）  

二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲

い込みの作業  

２ 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該

建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らか

とならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析によ

り調査し、その結果を記録しておかなければならない。

ただし、当該建築物又は工作物について石綿等が吹き付

けられていないことが明らかである場合において、事業

第 3   細部事項 

1   第 1 章 総則 

(1)  第 1 条関係 

ア  第 1 項は、労働者が石綿にばく露され健康障害を

受けることを予防するため、石綿則に定める措置を

講じることはもとより、作業方法の確立、関係施設

の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底等の実情

に即した適切な対策を積極的に講ずべきことを規定

したものであること。 

イ  第 1 項の「その他必要な措置」には、製品中の石

綿使用量を減らすこと等があること。 

ウ  第 1 項の「労働者の危険の防止の趣旨に反しない

限り」とは、石綿にばく露される労働者の人数並び

にばく露される期間及び程度を 小限度にすること

を重視するあまり、例えば取り外した建材を保持す

る労働者の人数を制限したため、労働者が建材の重

量に耐えられず建材を落下させ、負傷する等労働者

の安全の確保に支障が生ずることのないように留意

すべきことを定めたものであること。 

エ  第 2 項は、石綿による重篤な健康障害のおそれを

低減するためには、現段階で石綿を含有しない製品

への代替が可能であるものはもとより、それ以外の

石綿含有製品についても、早急に技術開発、実証試

験等を推進し、着実に石綿を含有しない製品への代

替化を図る必要があることから、施設、設備等にお

ける石綿含有製品の使用状況を把握し、当該施設、

設備等の検査、修理、改造、更新等の機会を捉え、

計画的に石綿を含有しない製品への代替化を図るこ

とについて規定したものであること。 

なお、石綿含有製品については、国民の安全確保

の観点から代替化が困難なものを除き製造等を禁止

していることを踏まえ、石綿を新たな製品に使用し

てはならないこと。 

 (1)  第 2 条関係 

「石綿等」とは、令第 6条第 23 号に規定する石綿等

をいい、クリソタイル等及びこれをその重量の 0.1%を

超えて含有する物をいうものであること。 

 

2   第 2 章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置 

(1)  第 3 条関係 

ア  第 1 項の「建築物又は工作物」とは、すべての建

築物及び煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の

地下埋設物、化学プラント等の土地に固定されたも

のをいうこと。また、「建築物」には、建築物に設け

る給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙の設備等の

建築設備が含まれるものであること。 

イ  第 1 項の「解体、破砕等」の「等」には、改修が

含まれるものであること。なお、「改修」とは、建材

を全面的に取り替える等の作業をいい、小規模な作

業を含むものではないこと。 

ウ  第 1 項の「設計図書」とは、建築物、その敷地又

は工作物に関する工事用の図面及び仕様書のことで

あること。 

エ  第 1項の「設計図書等」の「等」には、施工記録、

維持保全記録、第 8 条に基づく発注者からの情報が

含まれるものであること。 

オ  第 2項の「石綿等の使用の有無を分析により調査」

参考１



者が、当該建築物又は工作物について石綿等が使用され

ているものとみなして労働安全衛生法 （以下「法」とい

う。）及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるとき

は、この限りでない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業計画）  

第四条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等

による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、

作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わ

なければならない。  

一 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等

の作業  

二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲

い込みの作業  

２ 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでな

ければならない。  

一 作業の方法及び順序  

二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

三 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防

止する方法  

３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各

号の事項について関係労働者に周知させなければならな

い。  

 

するとは、石綿等がその重量の 0.1%を超えて含有す

るか否かについて分析を行うものであり、その方法

については別途示すこととしていること。 

なお、吹付け材の除去作業等発じんが多い作業に

ついては、できるだけ石綿等の含有率についても分

析し、ばく露防止措置を講ずる際の参考とすること

が望ましいこと。 

カ  第 2 項ただし書は、本来は石綿等の使用の有無を

分析調査し、石綿等が使用されていることが明らか

となった場合に必要な措置を講ずべきものである

が、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで

ある場合において、石綿等が使用されているものと

みなして必要な措置を行うことにより、分析調査を

行うよりも費用負担が軽減される場合があることか

ら規定したものであること。 

この場合、みなすか否かについては、第 1 項の調

査を行った結果を踏まえて事業者が判断するもので

あり、同項の調査結果と併せて記録することが望ま

しいこと。 

キ  第 1 項の調査を行った建築物又は工作物について

石綿等の使用の有無が明らかとならなかった吹付け

材及び吹付け材以外の建材が混在する場合、吹付け

材については除去作業における発じんが著しく多い

ため、必ず分析により石綿等の使用の有無を調査す

る必要があること。吹付け材以外の建材については

石綿等が使用されているものとみなして法及びこれ

に基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析

による調査は実施する必要がないものであること。

ク  第 1 項の調査については、石綿作業主任者、特別

教育修了者等石綿に関する一定の知識を有している

者が行うことが望ましいこと。 

(2)  第 3 条関係 

ア  事前調査及び作業計画の作成を行わなければなら

ない作業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込め

又は囲い込みの作業を追加したものであること。こ

の作業には、人の居住の用に供する建築物における

吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業が含ま

れるものであること。 

イ  「封じ込め」及び「囲い込み」とは、「石綿障害予

防規則の施行について」(平成 17 年 3月 18 日付け基

発第 0318003 号)記の第 3 の 2 の(7)ウ及びエと同様

であるが、いずれも小規模な作業を含むものでない

こと。 

(2)  第 4 条関係 

ア  事業者が解体等の作業に係る作業手順、注意事項

等を記載した計画書を作成している場合において、

第 2 項各号に掲げる事項を含むときは、別途本条に

基づく作業計画を定める必要はないものであるこ

と。また、当該計画には、周辺環境への対応、解体

廃棄物の適切な処理についても含めることが望まし

いこと。 

イ  施工中に事前調査では把握していなかった石綿を

含有する建材等が発見された場合には、その都度作

業計画の見直しを行うこと。 

ウ  解体等の作業の実施に当たっては、作業環境中の

石綿の濃度の測定及び評価に基づく作業環境管理を

行うことが望ましいこと。なお、作業環境管理につ

いては、別途示す屋外作業場における作業環境管理

に係る手法等に基づき行うこと。 

 

 

 



（作業の届出）  

第五条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらか

じめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物又

は工作物の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在

地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監

督署長」という。）に提出しなければならない。  

一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、

耐火被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。以下同

じ。）等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の

作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがある

ものに限る。）を行う場合における当該保温材、耐火被

覆材等を除去する作業  

二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲

い込みの作業  

三 前二号に掲げる作業に類する作業  

２ 前項の規定は、法第八十八条第四項 の規定による届出

をする場合にあっては、適用しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置）  

第六条 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させる

ときは、当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を

行う作業場所から隔離しなければならない。  

一 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の

解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去す

る作業  

二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲

い込みの作業（囲い込みの作業にあっては、第十三条

第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  第 5 条関係 

ア  第 1項の「保温材、耐火被覆材等」の「等」には、

断熱材が含まれるものであること。 

イ  第 1 項の「石綿等の粉じんを著しく発散させるお

それのあるもの」とは、以下に掲げる保温材、耐火

被覆材等が張り付けられた建築物又は工作物の解体

等の作業をいうこと。 

(ア)  「石綿等が使用されている保温材」とは、石綿

保温材並びに石綿を含有するけい酸カルシウム保

温材、けいそう土保温材、バーミキュライト保温

材、パーライト保温材及び配管等の仕上げの 終

段階で使用する石綿含有塗り材をいうものである

こと。 

(イ)  「石綿等が使用されている耐火被覆材」とは、

石 綿を含有する耐火被覆板及びけい酸カルシウ

ム板第二種をいうものであること。 

(ウ)  石綿等が使用されている断熱材とは、屋根用折

版石綿断熱材及び煙突石綿断熱材をいうものであ

ること。 

ウ  第 1 項の「これに類する作業」とは、吹き付けら

れた石綿等の除去作業のうち、労働安全衛生規則(昭

和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)

第 90 条第 5 号の 2 に掲げるもの以外のもの(吸音用

吹付け石綿等)をいうものであること。 

エ  第 2項は、法第 88 条第 4 項に基づく建築物又は工

作物の解体等の作業と、石綿等が使用されている保

温材、耐火被覆材等の除去作業を併せて行う場合に

は、二重に届出を行う必要がないこととするもので

あるが、同項に基づく計画において当該除去作業に

係る石綿ばく露防止のための措置の概要を記載しな

ければならないものであること。 

(3)  第 5 条関係 

ア  第 1 項第 2 号は、届出を行わなければならない作

業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込め又は囲

い込みの作業を追加したものであること。 

イ  第 1 項第 3 号については、改正前の「これに類す

る作業」と同様であり、今回の改正により新たな作

業を追加するものではないこと。 

(4)  第 6 条関係 

ア  吹き付けられた石綿等を除去する作業を行う場合

は、石綿等の粉じんの発生量が多く、このような作

業場所に隣接した場所で作業を行う労働者が当該粉

じんにばく露するおそれがあるため、それ以外の作

業を行う場所から隔離すべきことを規定したもので

あること。 

イ  吹き付けられた石綿等には、石綿をその重量の

0.1%を超えて含有するロックウール吹付け材、バー

ミキュライト吹付け材及びパーライト吹付け材が含

まれるものであること。 

ウ  「当該除去を行う作業場所を、それ以外の作業を

行う作業場所から隔離」するとは、当該除去を行う

作業場所をビニールシートで覆うこと、また、負圧

除じん装置を使用する場合にあっては、作業場所を

負圧に維持すること等により、石綿等の粉じんが他

の作業場所に漏れないようにすることであること。

エ  天井裏に吹き付けられた石綿等の除去に伴い、あ

らかじめ当該石綿等の下に施工されている天井板

(石綿を含有しないものを含む。)の除去作業を行う

場合には、当該天井板の上面に長年にわたり堆積し

た石綿等の粉じんが飛散すること、又は天井裏に吹

き付けられた石綿等が損傷を受けることにより石綿

等の粉じんが発散することがあるので、当該作業に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去

等に係る措置）  

第七条 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させる

ときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外

の者（第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。）

が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所

に表示しなければならない。  

一 第五条第一項第一号に掲げる作業  

二 第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業

（第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除

く。）  

２ 特定元方事業者（法第十五条第一項 の特定元方事業者

をいう。）は、その労働者及び関係請負人（法第十五条第

一項 の関係請負人をいう。以下この項において同じ。）

の労働者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所

で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負

人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の

時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。  

 

（石綿等の使用の状況の通知）  

第八条 第三条第一項各号に掲げる作業を行う仕事の発注

者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わない

で注文している者をいう。）は、当該仕事の請負人に対し、

当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用

状況等を通知するよう努めなければならない。  

 

（建築物の解体工事等の条件）  

第九条 第三条第一項各号に掲げる作業を行う仕事の注文

者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、

費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規

定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配

慮しなければならない。  

 

 

 

 

 

第二節 石綿等が吹き付けられた建築物等における業務に

係る措置  

第十条 事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、

柱、天井等（次項及び第四項に規定するものを除く。）に

吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じん

を発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそ

れがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込

み等の措置を講じなければならない。  

２ 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物の壁、

柱、天井等（第四項に規定するものを除く。）に吹き付け

られた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散さ

せ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある

ときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を

使用させなければならない。  

３ 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じら

おいても本条に基づき作業場所を隔離する必要があ

ること。 

(4)  第 6 条関係 

作業場所を隔離しなければならない作業として、新

たに、吹付け石綿等の封じ込めの作業及び石綿等の切

断等を伴う吹付け石綿等の囲い込みの作業を追加した

ものであること。石綿等の切断等の作業を伴う吹付け

石綿等の囲い込みの作業として、例えば、石綿が吹き

付けられた天井に穴を開け、覆いを固定するためのボ

ルトを取り付ける等の作業があること。 

(5)  第 7 条関係 

ア  立入禁止の対象となる作業場所は、石綿等の粉じ

んが発散するおそれのある区域をいうものであり、

壁、天井等により区画される区域をいうものではな

いこと。 

イ  保護具等を使用した者は立入禁止の対象としてい

ないが、みだりに当該作業場所で他の作業を行うべ

きではないこと。 

(5)  第 7 条関係 

当該作業に従事する労働者以外の者の立入禁止及び

その旨の表示を行わなければならない作業として、新

たに、石綿等の切断等の作業を伴わない吹付け石綿等

の囲い込みの作業を追加したものであること。石綿等

の切断等を伴わない吹付け石綿等の囲い込みの作業と

して、例えば、石綿が吹き付けられた壁、天井等に覆

いを設ける場合において、当該壁、天井等に穴を開け

ることなく当該覆いを固定する作業があること。 

 

 

(6)  第 8 条関係 

ア  「発注者」とは、建築物又は工作物の所有者、管

理者等で、当該建築物又は工作物の解体等の作業を

行う仕事を他の者から請け負わないで注文している

者をいうこと。 

イ  本条は、発注者が石綿等の使用の状況等に係る情

報を有している場合に通知するよう努めなければな

らないものであり、情報を有していない場合まで通

知を求める趣旨ではないこと。 

(6)  第 8 条、第 9条関係 

その発注者が、請負人に対し、石綿等の使用の状況

等を通知するよう努めなければならない作業及びその

注文者が、建築物の解体工事等の条件について、法等

の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよ

うに配慮しなければならない作業として、新たに、吹

付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を追加した

ものであること。 

 

(7)  第 10 条関係 

ア  「吹き付けられた石綿等」には、天井裏等通常労

働者が立ち入らない場所に吹き付けられた石綿等

で、建材等で隔離されているものは含まないもので

あること。 

イ  第 1 項の「除去」とは、吹き付けられた石綿等を

すべて除去して、他の石綿を含有しない建材等に代

替する方法をいうこと。この方法は吹き付けられた

石綿等からの粉じんの発散を防止するための方法と

して、もっとも効果的なものであり、損傷、劣化の

程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの

等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹付け

層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあると

ころに使われているもの等については、この方法に

よることが望ましいこと。 



れたときは、これを使用しなければならない。  

４ 法第三十四条 の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を

受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付け

られた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散さ

せ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある

ときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置  

（作業に係る設備等）  

第十二条 事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業

場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局

所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければ

ならない。ただし、当該粉じんの発散源を密閉する設備、

局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が

著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この

限りでない。  

２ 事業者は、前項ただし書の規定により石綿等の粉じん

の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプ

ル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、

又は当該石綿等を湿潤な状態にする等労働者の健康障害

を予防するため必要な措置を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（石綿等の切断等の作業に係る措置）  

第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業（次

項及び次条において「石綿等の切断等の作業」という。）

に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のも

のとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態

のものとすることが著しく困難なときは、この限りでな

い。  

一 石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業  

二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体

ウ  第 1 項の「封じ込め」とは、吹き付けられた石綿

等の表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形

成すること、又は吹き付けられた石綿等の内部に固

化剤を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化すること

により吹き付けられた石綿等からの発じんを防止す

る方法をいうこと。 

エ  第 1 項の「囲い込み」とは、石綿等が吹き付けら

れている天井、壁等を石綿を含有しない建材で覆う

ことにより、石綿等の粉じんを室内等に発散させな

いようにする方法をいうこと。 

オ  「除去」以外の措置を講じた場合には、その施工

記録等の情報を設計図書等と合わせて保存すること

が望ましいこと。 

カ  石綿等が吹き付けられていることが明らかとなっ

た場合には、吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等

により石綿等の粉じんにばく露するおそれがある旨

を労働者に対し情報提供することが望ましいこと。

(7)  第 10 条関係 

ア  第 2項の「その労働者を臨時に就業させる」とは、

当該建築物において通常労働者が立ち入らない場所

における臨時の作業に従事させることをいい、例え

ば、天井裏、エレベーターの昇降路等における設備

の点検、補修等の作業、掃除の作業等があること。

イ  呼吸用保護具は、当該建築物の吹付け石綿等の状

況に応じて有効なものを選択すること。 

ウ  作業衣は、粉じんが付着しにくいものとすること。

(8)  第 12 条関係 

ア  第 1 項は、屋内作業場の一定した箇所から、特定

石綿等の粉じんが発散する場合に、その粉じんによ

る作業場内の空気の汚染及び健康障害を防止するた

め、その発散源に局所排気装置又はプッシュプル型

換気装置を設置すべきことを規定したものであり、

第 2 項は第 1 項ただし書に相当する場合における全

体換気装置の設置その他必要な措置を規定したもの

であること。 

イ  第 1 項の「設置が著しく困難なとき」には、種々

の場所に短期間ずつ出張して行う作業の場合又は発

散源が一定していないために技術的に設置が困難な

場合があること。 

ウ  第 1 項の「臨時の作業」とは、その事業において

通常行っている作業のほかに一時的必要に応じて行

う作業をいうこと。 

したがって、一般的には、作業時間が短時間の場

合が少なくないが、必ずしもそのような場合のみに

限られる趣旨ではないこと。 

エ  本規則において、「屋内作業場」には、作業場の建

家の側面の半分以上にわたって壁、羽目板、その他

のしゃ蔽物が設けられておらず、かつ粉じんがその

内部に滞留するおそれがない作業場は含まれないこ

と。 

オ  第 2 項の「湿潤な状態にする等」の「等」には、

短期間出張して行う作業又は臨時の作業を行う場合

における適切な保護具の使用が含まれること。 

(9)  第 13 条関係 

ア  本条は、屋内、屋外の作業場を問わず第 1 項第 1

号から第 5 号までに規定する作業を行う場合には、

石綿等の粉じんの発散を防止するため、原則として

湿潤な状態にしなければならないこととしたもので

あること。 

イ  第 1 項の「著しく困難なとき」には、湿潤な状態

とすることによって石綿等の有用性が著しく損なわ

れるときが含まれること。また、掃除の作業におい



等の作業（石綿等が使用されている建築物又は工作物

の解体等の作業を含む。）  

三 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲

い込みの作業  

四 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す

作業  

五 粉状の石綿等を混合する作業  

六 前各号に掲げる作業において発散した石綿等の粉じ

んの掃除の作業  

２ 事業者は、石綿等の切断等の作業を行う場所に、石

綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備

えなければならない。  

 

第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従

事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具を使用させ

なければならない。  

２ 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させ

るときは、当該労働者に作業衣を使用させなければなら

ない。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、

この限りでない。  

３ 労働者は、事業者から前二項の保護具等の使用を命じ

られたときは、これを使用しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（立入禁止措置）  

第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い（試験研究のため

使用する場合を含む。以下同じ。）、又は試験研究のため

製造する作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを

禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければ

ならない。  

 

第三章 設備の性能等  

（局所排気装置等の要件）  

第十六条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける

局所排気装置については、次に定めるところに適合するも

のとしなければならない。  

一 フードは、石綿等の粉じんの発散源ごとに設けられ、

かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあっては、

当該発散源にできるだけ近い位置に設けられているこ

と。  

二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数がで

きるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けら

れている等掃除しやすい構造のものであること。  

三 排気口は、屋外に設けられていること。  

四 厚生労働大臣が定める性能を有するものであるこ

と。 

２ 事業者は、第十二条第一項の規定により設けるプッシ

ュプル型換気装置については、次に定めるところに適合

するものとしなければならない。  

一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数がで

きるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けら

て床の状況等により湿潤な状態とすることによって

かえって掃除することが困難となるおそれのあると

きが含まれるものであること。 

ウ  第 1項第 3号及び第 4号の「粉状の石綿等」には、

繊維状の石綿等が含まれ、樹脂等で塊状、布状等に

加工され発じんのおそれのないものは含まれないも

のであること。 

エ  第 2 項は、石綿等の切りくず等を放置することに

より、切りくず等から石綿等の粉じんが発生するこ

とを防止するため、ふたのある容器を備えなければ

ならないこととしたものであること。 

 

 

(10) 第 14 条関係 

ア  第13条第1項各号の作業はいずれも石綿等の粉じ

んの発生量が多いものであることから、労働者のば

く露防止の徹底を図るため、同条の措置に加えて、

呼吸用保護具、作業衣等の使用を義務付けるもので

あること。 

イ  呼吸用保護具は作業に応じて有効なものを選択す

ること。 

ウ  作業衣は粉じんの付着しにくいものとすること。

(9)  第 13 条、第 14 条関係 

ア  石綿等を湿潤な状態なものとしなければならない

作業として、新たに付け石綿等の封じ込め又は囲い

込みの作業を追加したものであること。 

イ  第 1 項の「湿潤な状態なものとすること」には、

封じ込めの作業において固化剤を吹き付けること等

により石綿等の飛散を防止することも含まれるこ

と。 

ウ  第 1 項の「著しく困難なとき」とは、吹付け石綿

等の囲い込みの作業において、吹き付けられた石綿

等の状態等により湿潤な状態とすることによって、

かえって石綿等の粉じんが発散するおそれがあると

きが含まれるものであること。 

(11) 第 15 条関係 

本条は、石綿等の製造又は取扱いを行う作業場につい

て、関係者以外の者がみだりに立ち入らないよう措置し、

その旨を表示すべきことを規定したものであること。 

 

 

 

3   第 3 章 設備の性能等 

(1)  第 16 条関係 

ア  本条は、第 12 条第 1項の規定により設ける局所排

気装置又はプッシュプル型換気装置に関し、有効な

稼働効果を確保するための構造上の要件及び能力に

ついて規定したものであること。 

イ  第 1 項第 1 号は、局所排気装置のフードが適切な

位置に設けられていないためにその効果がしばしば

減少することがあるので、その効果を期するために

必要なフードの設置位置について規定したものであ

ること。 

ウ  第 1 項第 1 号の「発散源にできるだけ近い位置に

設ける」とは、局所排気装置の吸引効果は、フード

開口面と発散源との間の距離の二乗に比例して低下

することから、フードが十分に機能するようフード

開口面を発散源に近づけることをいうこと。 

エ  第 1 項第 1 号の「外付け式フード」とは、フード

開口部が発散源から離れている方式のフードをいう

こと。 

オ  第 1 項第 1 号の「レシーバー式フード」とは、外



れている等掃除しやすい構造のものであること。  

二 排気口は、屋外に設けられていること。  

三 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであるこ

と。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（局所排気装置等の稼働）  

第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、

石綿等に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定

める要件を満たすように稼働させなければならない。  

２ 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換

気装置を稼働させるときは、バッフルを設けて換気を妨

害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるた

め必要な措置を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（除じん）  

第十八条 事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排

付け式フードと類似しているが、発散源からの熱上

昇気流等による一定方向への気流に対して開口部が

その気流を受ける方向にあるものをいうこと。 

カ  第 1 項第 2 号及び第 2 項第 1 号は、局所排気装置

又はプッシュプル型換気装置のダクトの配置が不良

のために、ダクトが長くなりすぎたり、ベンドが多

くなったりして圧力損失(抵抗)が増大し、その結果、

より大きな能力のファンが必要となること、又は稼

働中に粉じんが堆積して著しく局所排気装置若しく

はプッシュプル型換気装置の能力が低下することが

しばしばあるので、装置の効果を期するために必要

なダクトの構造について規定したものであること。

キ  第 1 項第 2 号及び第 2 項第 1 号の「適当な箇所」

としては、ベンドの部分又は粉じんが堆積しやすい

箇所があること。 

ク  第 1 項第 2 号及び第 2 項第 1 号の「掃除口が設け

られている等」の「等」には、ダクトを差込み式に

して容易に取り外しすることができる構造にするこ

とが含まれること。 

ケ  第 1 項第 3 号及び第 2 項第 2 号は、局所排気装置

又はプッシュプル型換気装置からの汚染空気が作業

場内に排出されることを防ぐために規定したもので

あること。 

コ  第 1項第 3号及び第 2項第 2号の「排気口」には、

第 18 条により除じんした後の排気を排出する排気

口が含まれること。 

サ  第 1 項第 4 号は、局所排気装置の具備すべき能力

について定めたものであるが、局所排気装置が、そ

のフードの周囲の所定位置において特定石綿等の粉

じんの濃度を一作業直の時間中に平均して、常態と

して、それぞれ厚生労働大臣が定める値(抑制濃度)

を超えないようにすることのできる能力のものであ

るべきことを規定したものであること。 

なお、この厚生労働大臣が定める値は、別途告示

で示されるものであること。 

シ  第 2 項第 3 号は、プッシュプル型換気装置の具備

すべき能力について定めたものであること。 

(2)  第 17 条関係 

ア  第 1項は、第 12 条第 1項により設置した局所排気

装置又はプッシュプル型換気装置について、特定石

綿等の製造又は取扱いの作業に労働者が従事してい

る間稼働させるべきことを規定したものであるこ

と。 

また、第 2 項は、局所排気装置又はプッシュプル

型換気装置の構造及び能力が適切であっても、例え

ば窓を開放したり、換気扇を近接させたりすること

による気流の乱れによりフードの吸い込みを悪く

し、その結果、装置の効果を低下させることがある

ので、このような周囲の環境変化による悪影響を防

止するための必要な措置を規定したものであるこ

と。 

イ  第 2 項の「バッフル」とは、邪魔板ともいい、発

散源付近の吸込み気流を外部の気流等からの影響か

ら遮断するため設ける衝立等をいうこと。 

ウ  第 2 項の「換気を妨害する気流を排除する等」の

「等」には、風向板を設けて気流の方向を変えるこ

と又は開放された窓を閉じることが含まれること。

エ  第 2 項の「有効に稼働させる」とは、別途示され

る告示に規定する稼働要件を満たしていることをい

うこと。 

(3)  第 18 条関係 

ア  本条は特定石綿等の粉じんをそのまま大気中に放



出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定によ

り設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置

には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表

の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置

又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設け

なければならない。 

粉じんの粒径 

（単位 マイク

ロメートル） 

 

除じん方式 

５未満 ろ過除じん方式 

電気除じん方式 

５以上 20 未満 スクラバによる除じん方式 

ろ過除じん方式 

電気除じん方式 

20 以上 マルチサイクロン（処理風量が毎

分 20 立方メートル以内ごとに１

つのサイクロンを設けたものを

いう。）による除じん方式 

スクラバによる除じん方式 

ろ過除じん方式 

電気除じん方式 

備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測

定した粒径分布において 大頻度を示す粒径を

いう。 

 

２ 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径

の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設

けなければならない。  

３ 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなけ

ればならない。  
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出すると、作業環境を汚染して労働者に健康障害を

及ぼすおそれがあるのみならず、環境汚染の原因と

なるので、その放出源である局所排気装置若しくは

プッシュプル型換気装置のダクト又は製造設備の排

気筒について有効な除じん方式の除じん装置を設け

ること、及びそれを有効に維持稼働させることを規

定したものであること。 

イ  第 1 項にいう除じん方式は、全体の除じん過程に

おける主たる除じんの方式をいうものであり、除じ

ん方式の選択は、次の例のように行うものであるこ

と。 

(ア) 約 50 マイクロメートル以下の対象粉じんにつ

き、粒径分布(重量法による頻度分布)の図を作成す

る。 

(イ) (ア)により作成した粒径分布の曲線においてピ

ークを示す点が横軸において、5 マイクロメートル

未満、5マイクロメートル以上 20 マイクロメートル

未満又は 20 マイクロメートル以上のどこに位置す

るかを見て、該当する粒径に対応する除じん方式を

本項の表から求めるものとする。 

ウ  第 1 項の「ろ過除じん方式」とは、ろ層に粉じん

を含有する気体を通して、粉じんをろ過捕集する原

理によるものをいい、バグフィルタ(ろ布の袋)によ

るものとスクリーンフィルタ(ろ布の幕)によるもの

とがあること。 

エ  第 1 項の「電気除じん方式」とは、高電圧の直流

のコロナ放電を利用して、粉じんを荷電し、電気的

引力により捕集する原理によるものをいうこと。 

オ  第 1 項の「スクラバによる除じん方式」とは、水

等の液体を噴射又は起泡し、粉じんを含有する気体

中の粉じんを加湿凝集させて捕集する原理によるも

のをいい、一般に湿式又は洗浄式除じん方式といわ

れているものであること。 

カ  第 1 項の「マルチサイクロンによる除じん方式」

とは、2個以上のサイクロン(粉じんを含有する気体

を円筒内で旋回させ、その遠心力で外方に分離され

る粉じんを落下させるもの)を並列に接続したもの

であり、サイクロン系としては高性能を有するもの

であること。 

サイクロンを 2 個又は 4 個接続したものは、通常

それぞれダブルサイクロン、テトラサイクロンとい

われ、これらはマルチサイクロン方式のものに含ま

れるが、単体サイクロンは、これに含まれないもの

であること。 

キ  第 2 項は、粉じん濃度が高い場合又は粒径の大き

い粉じんが多い場合において、第 1 項の除じん装置

の効果を期待するためには、事前に粉じんを含有す

る気体中の粉じんを一部除去しておく必要があるた

め規定されたものであること。 

ク  第 2項の「前置き除じん装置」には、重力沈降室、

ルーバ等の慣性除じん装置、サイクロン等があるこ

と。 

ケ  第 3 項は、除じん装置について、捕集粉じんの取

除き(ダスト抜き)、破損の修理、除じん効果の確認

等をしばしば行う等によって所定の性能を維持しな

がら稼働させることを規定したものであること。 

コ  プッシュプル型換気装置に除じん装置を設けると

きは、吸込側フードから吸引された粉じんを含む空

気を除じんするためのものであることから、排気側

に設けること。 
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（石綿作業主任者の選任）  

第十九条 事業者は、令第六条第二十三号 に掲げる作業に

ついては、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうち

から、石綿作業主任者を選任しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

（石綿作業主任者の職務）  

第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせ

なければならない。  

一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染

され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を

決定し、労働者を指揮すること。  

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装

置その他労働者が健康障害を受けることを予防するた

めの装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 

三 保護具の使用状況を監視すること。  

 

（定期自主検査を行うべき機械等）  

第二十一条 令第十五条第一項第九号 の厚生労働省令で

定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん

装置（石綿等に係るものに限る。）は、次のとおりとする。 

一 第十二条第一項の規定に基づき設けられる局所排気

装置  

二 第十二条第一項の規定に基づき設けられるプッシュ

プル型換気装置  

三 第十八条第一項の規定に基づき設けられる除じん装

置 

 

（定期自主検査）  

第二十二条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、

一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の

種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を

行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用

しない同条の装置の当該使用しない期間においては、こ

の限りでない。  

一 局所排気装置 

イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、

その他損傷の有無及びその程度 

ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ハ ダクトの接続部における緩みの有無 

ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 

ホ 吸気及び排気の能力 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持す

るため必要な事項 

二 プッシュプル型換気装置 

イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、

その他損傷の有無及びその程度 

ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ハ ダクトの接続部における緩みの有無 

ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 

ホ 送気、吸気及び排気の能力 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持す

るため必要な事項 

三 除じん装置 

イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度

ロ 当該装置内におけるじんあいのたい積状態 

ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の

(1)  第 19 条関係 

ア  「作業場ごとに石綿作業主任者を選任し」につい

ては、必ずしも単位作業室ごとに選任を要するもの

でなく、第 20 条各号に掲げる事項の遂行が可能な範

囲ごとに選任し配置すれば足りること。 

イ  「選任」にあたっては、その者が第 20 条各号に掲

げる事項を常時遂行することができる立場にある者

を選任することが必要であること。 

ウ  「特定化学物質等作業主任者技能講習」について

は、特化則第 52 条に規定されているものであるこ

と。 

(2)  第 20 条関係 

ア  第 1 号の「作業の方法」については、専ら、石綿

による健康障害の予防に必要な事項に限るものであ

り、例えば、湿潤化、隔離の要領、立入禁止区域の

決定等があること。 

イ  第 2 号の「その他労働者が健康障害を受けること

を予防するための装置」には、全体換気装置、密閉

式の構造の製造装置等があること。 

ウ  第 2 号の「点検する」とは、関係装置について、

第12条及び第16条から第18条までに規定する健康

障害の予防措置に係る事項を中心に点検することを

いい、その主な内容としては、装置の主要部分の損

傷、脱落、異常音等の異常の有無、局所排気装置そ

の他の排出処理のための装置等の効果の確認等があ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  第 22 条関係 

ア  本条は、法第 45 条及び令第 15 条第 9 号の規定に

より、定期に自主検査を行わなければならないこと

とされた第 21 条各号に掲げる装置について検査す

べき事項を、装置の種類に応じて定めたものである

こと。 

イ  第 1 項第 1 号ホの「吸気及び排気の能力」につい

ては、別途示される定期自主検査指針によって換気

中の特定石綿の濃度の測定を実施することによる検

査の実施が必要であるが、この方法によることが困

難な場合は、局所排気装置の性能が確保されている

場合の測定位置における制御風速をあらかじめ測定

により明らかにしておき、検査の場合、風速を測定

し、前記風速と比較することにより局所排気装置の

性能の有無を検査しても差し支えないこと。 

ウ  第 1 項第 1 号へ及び第 2 号ヘの「必要な事項」と

は、ダンパーの調節、排風機の注油状態等をいうこ

と。 

エ  第 1 項第 2 号ホの「送気、吸気及び排気の能力」

の検査に当たっては、別途示される告示に規定され

る要件を満たしていることを確認しなければならな

いこと。 

オ  第 1 項第 3 号ニの「処理能力」については、除じ

ん処理の効果を確認するための測定が必要であるこ

と。 

カ  第 1 項第 3 号ホの「必要な事項」には、除じん装

置の性能が低下した場合における排気量の調整等を

含むこと。 

 



破損又はろ材取付部等の緩みの有無 

ニ 処理能力 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持す

るため必要な事項 

２ 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用

を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主

検査を行わなければならない。  

 

（定期自主検査の記録）  

第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、

次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならな

い。  

一 検査年月日  

二 検査方法  

三 検査箇所  

四 検査の結果  

五 検査を実施した者の氏名  

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は、その内容  

 

（点検）  

第二十四条 事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初

めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行

ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各

号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。 

 

（点検の記録）  

第二十五条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の

事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 

一 点検年月日  

二 点検方法  

三 点検箇所  

四 点検の結果  

五 点検を実施した者の氏名  

六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は、その内容  

 

（補修等）  

第二十六条 事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十

四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、

直ちに補修その他の措置を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

（特別の教育）  

第二十七条 事業者は、第四条第一項各号に掲げる作業に

係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、

次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別

の教育を行わなければならない。  

一 石綿の有害性  

二 石綿等の使用状況  

三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置  

四 保護具の使用方法  

五 前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止

に関し必要な事項  

２ 労働安全衛生規則 （昭和四十七年労働省令第三十二

号。以下「安衛則」という。）第三十七条 及び第三十八

条 並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の

実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  第 26 条関係 

ア  本条は、定期自主検査又は点検を行った結果、異

常を認めた場合は、補修その他の措置を講ずべきこ

とを規定したものであり、これらの措置が講ぜられ

ない限り当該設備については稼働させてはならない

ものであること。 

イ  「その他の措置」とは、補修には至らない程度の

ものであって、当該設備の有効稼働を保持するため

に必要な措置をいうこと。 

(5)  第 27 条関係 

安衛則第 37 条の規定により、特別教育の科目の全部

又は一部について十分な知識及び技能を有していると

認められる労働者については、当該科目についての特

別教育を省略することができるが、具体的には次の者

が含まれるものであること。 

ア  特定化学物質等作業主任者技能講習修了者（平成

18 年 3 月 31 日までに修了した者に限る。）及び石綿

作業主任者 

イ  他の事業場において当該業務に関し、既に特別の

教育を受けた者 

ウ  昭和 63 年 3 月 30 日付け基発第 200 号通達に基づ

く石綿除去現場の管理者に対する労働衛生教育を受

けた者 

(11) 第 27 条関係 

事業者が、その業務に労働者を就かせるときに当該



 

 

 

（休憩室）  

第二十八条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験

研究のため製造する作業に労働者を従事させるときは、

当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなけれ

ばならない。  

２ 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じ

なければならない。  

一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置

く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備

を設けること。  

二 入口には、衣服用ブラシを備えること。  

３ 労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休

憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなけれ

ばならない。  

 

（床）  

第二十九条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験

研究のため製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床

を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなけ

ればならない。  

 

 

 

 

 

（掃除の実施）  

第三十条 事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等につ

いては、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、

毎日一回以上、掃除を行わなければならない。  

 

（洗浄設備）  

第三十一条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究

のため製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、

洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備

を設けなければならない。  

 

 

 

 

 

 

（容器等）  

第三十二条 事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵すると

きは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないよう

に、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければ

ならない。  

２ 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に石綿

等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示

しなければならない。  

３ 事業者は、石綿等の保管については、一定の場所を定

めておかなければならない。  

４ 事業者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容

器又は包装については、当該石綿等の粉じんが発散しな

いような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定

めて集積しておかなければならない。  

 

（使用された器具等の付着物の除去）  

第三十二条の二 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験

研究のため製造する作業に使用した器具、工具、足場等

労働者に対し特別教育を行わなければならない作業と

して、新たに吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの

作業を追加したものであること。 

(6)  第 28 条関係 

ア  本条は、特定石綿等の製造又は取扱いを常時行う

場合に、その作業場所以外の場所に休憩室を設け、

その休憩室について特定石綿等の粉じんによる汚染

を予防するための措置を講ずべきことを規定したも

のであること。 

イ  第 1 項の「作業場以外の場所」には、作業場のあ

る建家の内部の場所であって作業場所と確実に区画

されている場所を含むこと。 

 

 

 

 

 

 

(7)  第 29 条関係 

ア  本条は、石綿含有製品の製造、加工事業場等の特

定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業場が対

象となるものであり、建築物又は工作物の解体等の

作業場は該当しないものであること。 

イ  「水洗等」の「等」には、超高性能(HEPA)フィル

ター付きの真空掃除機が含まれること。 

ウ  「容易に掃除できる構造」には、水が流れやすい

ように傾斜をつけ、溝を設け、平滑にする等がある

こと。 

(8)  第 30 条関係 

ア  「床等」の「等」には、窓枠、棚が含まれること。

イ  「水洗する等」の「等」には、超高性能(HEPA)フ

ィルター付きの真空掃除機を用いる方法が含まれる

こと。 

(9)  第 31 条関係 

ア  本条は、石綿等の製造又は取扱いの作業を労働者

に行わせる場合には、洗眼、洗身その他必要な洗浄

設備等を設けるべきことを規定したものであるこ

と。 

イ  「洗身の設備」とは、シャワー、入浴設備等の体

に付着した石綿等を洗うための設備をいうこと。 

ウ  「更衣設備」とは、更衣用のロッカー又は更衣室

をいい、汚染を拡げないため作業用の衣服等と通勤

用の衣服等とを区別しておくことができるものであ

ること。 

(10) 第 32 条関係 

ア  本条は、石綿等の運搬又は貯蔵の場合における堅

固な容器又は確実な包装の使用及びこれらの容器、

包装への必要な表示、並びに保管上の措置等につい

て規定したものであること。 

イ  第 1 項の措置は、塊状であって、そのままの状態

では発じんのおそれがないものについては、適用さ

れない趣旨であること。 

ウ  第 2 項の「取扱い上の注意事項」については、石

綿等の取扱いに際し健康障害を予防するため、特に

留意すべき事項を具体的に表示する必要があるこ

と。 

 

 

 

(12) 第 32 条の 2関係 

ア  「器具、工具、足場等」の「等」とは、作業場内

において使用され、粉じんが付着した物すべてが含



について、付着した物を除去した後でなければ作業場外

に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等

に梱包したときは、この限りでない。  

 

（喫煙等の禁止）  

第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究

のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食する

ことを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇

所に表示しなければならない。  

２ 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはな

らない。  

 

（掲示）  

第三十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究

のため製造する作業場には、次の事項を、作業に従事す

る労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。  

一 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作

業場である旨  

二 石綿等の人体に及ぼす作用  

三 石綿等の取扱い上の注意事項  

四 使用すべき保護具  

 

（作業の記録）  

第三十五条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究

のため製造する作業場において常時作業に従事する労働

者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録

し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作

業に従事しないこととなった日から四十年間保存するも

のとする。  

一 労働者の氏名  

二 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間  

三 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じ

たときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の

概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 測定  

（測定及びその記録）  

第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場（石

綿等に係るものに限る。）について、六月以内ごとに一回、

定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければな

らない。  

２ 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、そ

の都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなけれ

ばならない。  

一 測定日時  

二 測定方法  

三 測定箇所  

四 測定条件  

五 測定結果  

六 測定を実施した者の氏名  

七 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障

害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要  

まれる趣旨であり、支保工等の仮設機材、高所作業

車等の建設機械等も含まれるものであること。 

イ  「付着した物を除去」する方法は、真空掃除機で

取り除く方法、湿った雑巾で拭き取る方法、石綿の

付着した部材を交換する方法等汚染の程度に応じて

適切な方法を用いること。また、フィルター等の付

着した物の除去が困難な物は、廃棄物として処分す

ること。 

 

 

 

 

(11) 第 34 条関係 

ア  第 4 号については取扱いの実態に応じ、保護具の

名称を具体的に掲示すること。 

イ  掲示方法については、昭和 47 年労働省告示第 123

号「有機溶剤中毒予防規則第 24 条第 2項の規定に基

づき、同条第 1 項の規定により掲示すべき事項の内

容及び掲示方法を定める告示」第 4 号に準ずる等見

やすいものとすることが望ましいこと。 

 

 

(12) 第 35 条関係 

ア  本条は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場に

おいて、常時当該作業に従事する労働者については、

その作業の記録及び事故等による汚染の概要を記録

し、これを保存させておくことにより、第 36 条の作

業環境測定の結果の記録、第 37 条の作業環境測定結

果の評価の記録及び第 41 条の健康診断の結果の記

録と併せて、石綿等によるばく露状況を把握し、健

康管理に資することとしたものであること。 

ウ  第 3 号の「著しく汚染される事態」とは、設備の

故障等により石綿等の粉じんを多量に吸入した場合

等があること。 

エ  第 3 号の「その概要」とは、ばく露期間、濃度等

の汚染の程度、汚染により生じた健康障害等をいう

こと。 

 (13) 第 35 条関係 

ア  記録の保存期間については、石綿による疾患の潜

伏期間が長期であることを踏まえ、石綿等を取り扱

う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事

しないこととなった日から 40 年間保存するものと

したこと。 

イ  第 3 条に基づく事前調査の結果についても併せて

40 年間保存することが望ましいこと。 

5   第 5 章 測定 

(1)  第 36 条関係 

ア  本条は、特定石綿等の製造又は取扱いが常時行わ

れる屋内作業場について、その作業環境中の特定石

綿の気中濃度を定期的に測定すること、並びにその

測定結果についての記録及びその保存について規定

したものであること。 

イ  第 2 項第 4 号の「測定条件」とは、使用した測定

器具の種類、測定時の気温、湿度、風速及び風向、

局所排気装置等の稼働状況、製造装置の稼働状況、

作業の実施状況等測定結果に影響を与える諸条件を

いうこと。 

(14) 第 36 条、第 37 条関係 

作業環境測定の結果及びその評価については、第 35

条と同様の理由により、保存期間を 40 年に延長したも

のであること。 

 



 

（測定結果の評価）  

第三十七条 事業者は、石綿に係る屋内作業場について、

前条第一項又は法第六十五条第五項 の規定による測定

を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の

定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状

態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区

分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わな

ければならない。  

２ 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、そ

の都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなけれ

ばならない。  

一 評価日時  

二 評価箇所  

三 評価結果  

四 評価を実施した者の氏名  

 

（評価の結果に基づく措置）  

第三十八条 事業者は、前条第一項の規定による評価の結

果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、

施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その

結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程

又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要

な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は

第二管理区分となるようにしなければならない。  

２ 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、そ

の効果を確認するため、同項の場所について当該石綿の

濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければなら

ない。  

３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所

については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる

ほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図る

ため必要な措置を講じなければならない。  

 

第三十九条 事業者は、第三十七条第一項の規定による評

価の結果、第二管理区分に区分された場所については、

施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その

結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程

又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

 

 

第六章 健康診断  

（健康診断の実施）  

第四十条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務（石

綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に限

る。）に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務

への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期

に、次の項目について医師による健康診断を行わなけれ

ばならない。  

一 業務の経歴の調査  

二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状

又は自覚症状の既往歴の有無の検査  

三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症

状の有無の検査  

四 胸部のエックス線直接撮影による検査  

２ 事業者は、令第二十二条第二項の業務（同項第一号の

二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物（同項第一

号の二に係るものに限る。）に係るものに限る。）に常時

従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの

に対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  第 38 条関係 

ア  第 1 項の「直ちに」とは、施設、設備、作業工程

又は作業方法の点検及び点検結果に基づく改善措置

を直ちに行う趣旨であるが、改善措置については、

これに要する合理的な時間については考慮されるも

のであること。 

イ  第 2 項の測定及び評価は、第 1 項の規定による措

置の効果を確認するために行うものであるから、措

置を講ずる前に行った方法と同じ方法で行うこと、

すなわち作業環境測定基準及び作業環境評価基準に

従って行うことが適当であること。 

ウ  第 3 項の「労働者に有効な呼吸用保護具を使用さ

せる」のは、第 1 項の規定による措置を講ずるまで

の応急的なものであり、呼吸用保護具の使用をもっ

て当該措置に代えることができる趣旨ではないこ

と。なお、局部的に濃度の高い場所があることによ

り第 3 管理区分に区分された場所については、当該

場所の労働者のうち、濃度の高い位置で作業を行う

ものにのみ呼吸用保護具を着用させることとして差

し支えないこと。 

エ  第 3 項の「健康診断の実施その他労働者の健康の

保持を図るため必要な措置」については、作業環境

測定の評価の結果、労働者に著しいばく露があった

と推定される場合等で、産業医等が必要と認めたと

きに行うべきものであること。 

 

6   第 6 章 健康診断 

(1)  第 40 条関係 

ア  第 1 項の「当該業務への配置替えの際」とは、そ

の事業場において、他の業務から本条に規定する受

診対象業務に配置転換する直前をいうものであるこ

と。 

イ  第 2 項の「常時従事させたことのある労働者で、

現に使用しているもの」とは、その事業場において

過去に常時従事させた労働者であってその事業場に

在職している者をいい、退職者までを含む趣旨では

ないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



る項目について医師による健康診断を行わなければなら

ない。  

３ 事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認め

られる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある

者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目に

ついて医師による健康診断を行わなければならない。  

一 作業条件の調査  

二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常

な陰影（石綿肺による線維増殖性の変化によるものを

除く。）がある場合で、医師が必要と認めるときは、特

殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気

管支鏡検査  

 

（健康診断の結果の記録）  

第四十一条 事業者は、前条各項の健康診断（法第六十六

条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健

康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。）

の結果に基づき、石綿健康診断個人票（様式第二号）を

作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当

該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存し

なければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（健康診断の結果についての医師からの意見聴取）  

第四十二条 石綿健康診断の結果に基づく法第六十六条の

四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。  

一 石綿健康診断が行われた日（法第六十六条第五項 た

だし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結

果を証明する書面を事業者に提出した日）から三月以

内に行うこと。  

二 聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載す

ること。  

 

（健康診断の結果の通知）  

第四十二条の二 事業者は、第四十条各項の健康診断を受

けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通

知しなければならない。  

 

（健康診断結果報告）  

第四十三条 事業者は、第四十条各項の健康診断（定期の

ものに限る。）を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断

結果報告書（様式第三号）を所轄労働基準監督署長に提

出しなければならない。  

 

第七章 保護具  

（呼吸用保護具）  

第四十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究

のため製造する作業場には、当該石綿等の粉じんを吸入

することによる労働者の健康障害を予防するため必要な

呼吸用保護具を備えなければならない。  

 

 

（保護具の数等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  第 41 条関係 

ア  「健康診断個人票(様式第 2 号)」の裏面の「業務

の経歴」欄には、石綿に係る経歴のほか、有機溶剤

中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 36 号)、鉛中毒

予防規則(昭和 47 年労働省令 37 号)、四アルキル鉛

中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 38 号)、特化則、

電離放射線障害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41

号)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)のそれぞれ

に掲げる業務に係る経歴についても該当があれば明

記すること。 

イ  「健康診断個人票」については、様式第 2 号に掲

げる項目が充足されていれば、これと異なる様式の

ものであっても差し支えないこと。 

(15) 第 41 条関係 

健康診断の記録の保存期間については、第 35 条と同

様の理由により、石綿等を取り扱う事業場において当

該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日

から 40 年間保存するものとしたこと。 

(3)  第 42 条関係 

ア  医師からの意見聴取は労働者の健康状況から緊急

に法第66条の5第1項の措置を講ずべき必要がある

場合には、できるだけ速やかに行われる必要がある

こと。 

イ  意見聴取は、事業者が意見を述べる医師に対し、

健康診断の個人票の様式の「医師の意見欄」に当該

意見を記載させ、これを確認することとすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  第 43 条関係 

「健康診断結果報告書」は、第 40 条により定期的に

行った健康診断の結果について、所轄労働基準監督署

長に遅滞なく(健康診断完了後おおむね 1 ヶ月以内に)

提出するものとすること。 

 

7   第 7 章 保護具 

(1)  第 44 条関係 

本条の「呼吸用保護具」とは、送気マスク等給気式

呼吸用保護具(簡易救命器及び酸素発生式自己救命器

を除く。)、防じんマスク並びに JIS T8157 に適合した

面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用

保護具をいい、これらのうち、防じんマスクについて

は、国家検定に合格したものであること。 

(2)  第 45 条関係 



第四十五条 事業者は、前条の呼吸用保護具については、

同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有

効かつ清潔に保持しなければならない。  

 

（保護具等の管理）  

第四十六条 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及

び第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号に規定す

る保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離

して保管しなければならない。  

２ 事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着

した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出しては

ならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したとき

は、この限りでない。  

 

第八章 製造許可等  

（製造等の禁止の解除手続）  

第四十七条 令第十六条第二項第一号の許可（石綿等に係

るものに限る。次項において同じ。）を受けようとする者

は、様式第四号による申請書を、石綿等を製造し、又は

使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、

又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由し

て当該場所を管轄する都道府県労働局長に、石綿等を輸

入しようとする場合にあっては当該輸入する石綿等を使

用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該

場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなら

ない。  

２ 都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可

をしたときは、申請者に対し、様式第五号による許可証

を交付するものとする。  

 

（石綿等の製造等に係る基準）  

第四十八条 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定

める基準（石綿等に係るものに限る。）は、次のとおりと

する。  

一 石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとす

ること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性

質上著しく困難である場合において、ドラフトチェン

バー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。 

二 石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗

によって容易に掃除できる構造のものとすること。  

三 石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等に

よる健康障害の予防について、必要な知識を有する者

であること。  

四 石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じ

んが発散するおそれがないように堅固なものとし、か

つ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入って

いる旨を表示すること。  

五 石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、

その旨を見やすい箇所に表示すること。  

六 石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び

保護手袋を使用すること。  

七 石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石

綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁

止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 

 

第八章の二 石綿作業主任者技能講習  

第四十八条の二 石綿作業主任者技能講習は、学科講習に

よって行う。  

２ 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。  

一 健康障害及びその予防措置に関する知識  

二 作業環境の改善方法に関する知識  

三 保護具に関する知識  

「有効」とは、各部の破損、脱落、弛(たる)み、湿

気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に支

障をきたしている状態でないことをいうこと。 

 

(3)  第 46 条関係 

第 2 項の「付着した物を除去」する方法は、衣類ブ

ラシ、真空掃除機で取り除く方法、作業場内で洗濯す

る方法等汚染の程度に応じ適切な方法を用いること。

また、汚染のひどいものは廃棄物として処分すること。

(17) 第 46 条関係 

新たに第10条第2項に規定した臨時の業務に係る措

置における保護具等について、新たに管理の対象とし

て追加したものであること。 

 

8   第 8 章 製造許可等 

(1)  第 47 条関係 

ア  本条は、法第 55 条ただし書の規定により、製造等

禁止石綿等を試験研究のため製造し、輸入し、又は

使用する場合の手続について規定したものであるこ

と。 

イ  法第 55 条ただし書の規定による製造は、試験研究

する者が直接行うべきものであり、他に委託して製

造することは認められないこと。ただし、輸入に当

たり、輸入事務の代行を商社等が行うことは差し支

えないが、商社等があらかじめ製造等禁止石綿等を

輸入しておき、試験研究者の要請によって提供する

ことは認められず、したがって、輸入する場合も試

験研究に必要な 小限度の量であることが必要であ

ること。 

 

(2)  第 48 条関係 

第 1 号の「作業の性質上著しく困難である場合」と

は、製造等禁止石綿等を製造するにあたって、その量

が少量であるため、工業的な製造設備を設けることが

困難であることから、製造装置の密閉化ができず、手

動によって操作しなければならない場合をいうもので

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

四 関係法令  

３ 安衛則第八十条 から第八十二条の二 まで及び前二項

に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施に

ついて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。  

 

第九章 報告  

第四十九条 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造

する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関

係記録等報告書（様式第六号）に次の記録及び石綿健康

診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監

督署長に提出するものとする。  

一 第三十五条の作業の記録  

二 第三十六条第二項の測定の記録  

三 第四十一条の石綿健康診断個人票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


